
１．はじめに
地震直後の災害対応の際に行政，特に住民に直

接対応する市町村に求められる役割は非常に大き
い。地震時における災害対応の特徴は，対応に関
わる持ち時間が非常に少なく，迅速かつ適切な意

思決定が求められるということである。これを満
たすためには，対応する行政職員が災害対応に関
する知識とスキルを十分持っていることが重要で
ある。しかしながら市町村の現状を見ると，必ず
しもこれが満たされているとは言えない。
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定支援に向けた災害応急対応モ
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Abstract

Thepurposeofthisstudyistograspandmodelmunicipalities’activitiesafteran
earthquakeforbetteremergencyresponse.Therecordsonemergencyactivitiesatthe
2000Tottoriken-SeibuEarthquakeandthe1995Hyogoken-NanbuEarthquakecompiled
bythemunicipalitiesarecollected.Inthesedataorganizingprocess,itisindicatedthat
thestructureofmunicipalitiesemergencyresponsescanberepresentedbythreemajor
axes such as seismic intensity,time and work volume.The modeling ofthe
municipalities’emergencyresponsesisconductedconsideringthesethreeaxes.Finally
thefollowingmodelsareproposed;1)theintensityandoperationactivitycontents
model,2)theintensityandoperationactivitytimemodeland3)theoperationactivity
timeandvolumemode.Thesemodelswillbeusefultoconstructtheemergency
responseaidsystemformunicipalities.
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その原因として，１）行政職員は一般的に２～３
年程度で部署異動があり，防災担当職員も例外で
はないために防災知識，スキルの向上およびその
維持が困難であること，２）防災担当職員の数が少
なく，その上に他の業務と兼務であるケースも珍
しくないため，平常時には防災業務が片手間にな
らざるを得ないということなどがあげられる。さ
らに，地域防災計画は各自治体における災害対応
を規定したものであるが，日野（１９９７）や中谷・村
尾（２００３）が指摘しているように，計画が被害程度
にリンクしていないことや，対応の緊急度や重要
度が考慮されていないこと，担当者レベルの具体
的な対応までは記載されていないことなどにより，
実際の対応時に活用できないという問題がある。
このような現状を鑑みると，市町村の防災対応支
援策が必要であることは明らかである。最近では
このような支援策の必要性は広く認識されてきて
おり，種々の支援策が検討され，運用されてきて
いる。例えば，行政の防災対応支援システム（例え
ば，川崎市震災対策支援システム（太田・岡田，
１９９０），こうべ防災ネット（飯田，１９９８）など），地
域防災計画を実践的なものにするための研究（例え
ば，中谷・村尾（２００３），近藤（２００１）など）およ
び応急対応の実施状況に係わる調査研究（太田・岡
田，１９８３）などが挙げられる。以下にこれらのシス
テム，研究について簡単に説明する。

川崎市震災対策支援システム（太田・岡田，
１９９０）は応急対応支援情報として，実際の地震波
形を入力として地域の震度分布，物的・人的被害
予測を行うものである。こうべ防災ネット（飯田，
１９９８）は被害情報や避難所の収容者数などの応急
対応時に必要な情報の共有・管理を行うことで情
報の錯綜を抑止し，業務支援を行うものである。
中谷・村尾（２００３）はテクニカルライティングの
手法を用いた担当者レベルの実際の対応業務に合
わせたマニュアル作成手法を提案している。近藤
ら（２００１）は既存マニュアルの分析/評価，目的
別/ユーザ別編集および当事者によるマニュアル
作成/更新の三つの機能を持たせることで利用者
自身による問題点の洗い出し，対処法の検討や評
価等が行える次世代型マニュアルを提案してお

り，現状の紙ベースのマニュアルの弱点である検
索性や更新性の悪さを解消しようとするものであ
る。これはマニュアルのメンテナンス性向上だけ
でなく，実際の応急対応時の業務支援に資するも
のではあるものの，提示される対応内容は被害程
度に応じた対応状況にまで踏み込んだものではな
いため，当該市町村における被害（震度）ではど
の程度の対応を行うべきかといった意思決定にま
で踏み込んだものとはなっていない。太田・岡田
（１９８３）は１９８２年浦河沖地震を対象に，震度と応急
対策の実施状況との関係について調べており，震
度に応じて応急対応の実施率が変化することを明
らかにしている。
ここで，災害対応は「状況把握」，「意思決定」

および「対策実施」のサイクルとして捉えられる
（胡ら，２００４）。上述のシステムおよび研究をこの
サイクルに当てはめてみると，川崎市震災対策支
援システム（太田・岡田，１９９０）は被害情報予測
を行うものであることから状況把握を支援するも
のと考えられる。こうべ防災ネット（飯田，１９９８）
は実際の被害・避難所等の情報から状況把握を支
援するものであり，中谷・村尾（２００３）および近
藤ら（２００１）によるものは対応マニュアルとして
対策実施を支援するものである。太田・岡田
（１９８３）はどの程度の震度であれば何をしなければ
ならないかを示すものとして意思決定を支援する
ものと位置づけられるが調査対象が一部の対応項
目にとどまっている。このように，現在進められ
ている支援策において，情報把握および業務支援
に関するものは実際に成果を上げてきているよう
に思われるものの，意思決定を支援するものにつ
いてはまだまだ不足しているように思われる。
本研究はこの点に着目し，意思決定支援情報の

提供を目的として，２０００年鳥取県西部地震および
１９９５年兵庫県南部地震での調査結果に基づき，応
急対応の全体像のモデル化を試みる。なお，防災
対応を考える際には，全体的な方針決定レベル
（首長，災害対策本部，防災担当職員）および実務
担当レベルの２つのレベルがあるが，ここでは前
者を対象とする。なお，前者に求められる情報は
大まかであっても全体をカバーするもの（どのよ
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うな種類の対応が求められるか，またその優先度
はどうかなど）であり，後者に求められる情報は
個別の対応について詳細なもの（物資の仕分けの
手順はどうか，り災度調査の段取りはどうかな
ど）である。

２．モデルの考え方
２．１ モデル化の方針
筆者の一人は２０００年鳥取県西部地震を対象とし

て，主要被災域である鳥取県，島根県および岡山
県の各市町村で実施された応急対応と震度との関
係について調査を行ってきた（小山，２００３）。その
際，震度情報が予想される被害の代用として重要
なパラメータであること（太田・岡田，１９８３）か
ら，震度を軸として応急対応の各項目の実施/非
実施の関係とその大まかな流れを整理した。これ
は「どの程度の震度でどのような対応を行わなけ
ればならないか，またその推移はどのようになる
か」ということを表したものである。この整理を
通じて，大ざっぱではあるが対応の推移を示すこ
とで対応の全体的なイメージの把握を行うことが
でき，震度情報が応急対応のトリガーとして活用
できることを確認した。
前述のように日野（１９９７）は，応急対応計画に

おいて，被害程度とのリンク，重要度および緊急
度を考慮することの重要性を指摘している。これ
らを応急対応について考える際の主要な要素とし
て上述の応急対応の整理を見直すと，震度を介し
て被害程度とのリンクが示され，応急対応の重要
度は項目の実施/非実施から，十分とは言えない
もののある程度は読みとることが可能となった。
ただし，応急対応の緊急度については読みとるこ
とが困難である。よって，上述の整理では緊急度
を読みとるための時間の概念が弱いことが指摘で
きる。また，近藤ら（２００１）は災害対応時に重要
な項目として主体（部署），サービス（対応項目），
対策期，作業開始時間，作業終了時間の５つを定
義し，これを主体，サービス，経過時間，仕事数
の４軸による断面で表現している。ここで，部署
については担当レベルの支援情報として必須なも
の，サービスおよび仕事数については仕事量を表

すものと考えることができる。これらを踏まえ，
本研究では方針決定レベルの応急対応の全体像を
把握するためには，対応項目（仕事量）および震
度の軸に時間の軸を加えた３つの軸でとらえるこ
とが重要であると考えた。実際，鳥取県西部地震
の被災市町村によってまとめられた防災対応資料
をみると，多くの場合，災害対策本部の記録とし
て時系列に従った実施対応項目や状況が記載され
ている。このことから，各種対応が実施された期
間（時間的推移）およびその仕事量が重要な要素
として認識されていることが読みとれる。
以上を踏まえ，実際に被災した市町村の対応事

例に基づいて，図１に示すように防災対応の全体
像を震度，仕事量および時間の３軸でとらえるこ
とによってモデル化を試みる。すなわち，この３
つの軸の関係を“震度－対応項目”，“震度－実施
期間”および“実施期間－対応程度”のようにそ
れぞれ２つの軸による３つの二次元モデルとして
整理し，これら二次元モデルを相互に参照しなが
ら防災対応の全体像を把握する。これにより，応
急対応のための意思決定の支援情報を提供するこ
とが可能になることが期待される。

２．２ モデル化の手順
本論ではこれまでの調査（小山，２００３）に引き

続き，鳥取県西部地震の事例に基づいて検討を進
めることとし，震度（被害程度），実施対応項目に
時間を加えた３つの軸における整理を行うことで
モデルを構築することとする。対象とする対応項
目は収集された防災対応資料から抽出された７分
類３０項目に遺体対策を加えたもの（表１）とした。
なお，収集された資料は実施した対応項目を単位
として記録されているため地域防災計画における
分類とは１対１に対応しない。表１の項目と地域
防災計画の分類との関係を表２に示す。
実際の市町村における対応事例を見ると，必要

な対応項目は住民からのニーズ等によって，遅れ
はあっても最終的には実施されているものと考え
られる。また，対応の遅れは指摘されてはいるも
のの，その適切な時期およびそれを実現可能な体
制等については現時点で明確に示されたものはな
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い。これを踏まえ，本研究では，実際の対応事例
における実施/非実施の状況については「該当する
震度で必要な対応」とみなし，実施時期について
は「少なくともこれ以上遅くならないようにする」
という開始時間の目安（限界値の提示）と位置づ
け，モデル化を試みるものとする。なお，物資保
管・配給等の対応手順や資金援助の手厚さの問題
等については，全体方針の意思決定というよりは
むしろ個別の対応項目内の問題であることから，
ここでは触れないものとする。
なお，鳥取県西部地震では震度５強以上の高震

度を観測した市町村が少ない。特に震度６強を観
測した市町村は２つだけであり，震度７も観測さ
れていないため，激甚被災下における対応状況に
関する情報が不足している。本来であれば震度７
までの高震度領域を含む応急対応資料を大量に収
集し統計処理することが望ましいが，それほどの
大地震は日本国内においてもそう頻繁に起きるも
のではない。そこで１９９５年兵庫県南部地震（以後
兵庫県南部地震と呼称）における対応記録資料の

５４

表１ 応急対応項目の分類

図１ 応急対応モデルの概念図．
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収集・調査を通じて震度７を含む高震度領域にお
けるデータの補足を行うことで，まずは全震度領
域をカバーし，基本となるモデルの構築を試みる
ものとする。

３．応急対応事例調査
３．１ 調査の概要
鳥取県西部地震における応急対応実施状況の調

査は小山（２００３）で実施したものである。この調
査は鳥取県西部地震における主要被災域である鳥

５５

表２ 応急対応項目の分類と地域防災計画（例）
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取県，島根県および岡山県の全市町村を対象とし
て，各市町村によってまとめられた応急対応に関
する資料（主に災害対策本部の時系列対応実施記
録）を収集し，実施対応項目の抽出を行ったもの
である。調査は２００１年１１月より開始され，入手で
きた資料は大きく分けて以下の２種類であった。
・対応記録誌 （“○○市 鳥取県西部地震の記

録”といったもの）
災害対策本部の対応だけではなく，地域の環
境，被害状況，各部署による対応，被害額等
の資料が含まれる冊子。

・対応記録リスト
主に災害対策本部の対応記録（市町村内にお
ける資料として作成されたもの）。災害対策
本部の視点が中心であるため，復旧等担当部
署中心で行われる対応についてはあまり記載
されていない。同様に担当レベルの詳細な実
施状況や手順等についてもあまり示されてい
ない。

震度３以下では被害そのものがごく少数であ
り，資料を収集できた市町村においても被害調査
以外には明確な対応実施の記載がないことから，
本研究では震度４以上の市町村を対象とする。震
度階級別の資料収集市町村数は震度４：１５，５弱：
１２，５強：３，６弱：５，６強：２であった。なお，
このうち７市町村については実施状況に関する補
足調査を実施しており，対応の実施時期および
ピーク時期についても回答が得られている。市町
村別の収集資料については後述の表３に示す。
兵庫県南部地震については地震からかなりの年

数が経ち，担当者も部署異動等で当時とは変わっ
てしまっていることが想定され，広範囲の市町村
から応急対応に関する資料を収集することが困難
であった。そのため，被災市区町村から既に発行
されている対応記録誌による文献調査を行うこと
とし，鳥取県西部地震における調査同様，記載さ
れた対応の実施状況を抽出していくという手法を
とった。対応記録誌もしくはそれに代わる資料が
得られたのは以下の２０市区町である。
・兵庫県：神戸市，神戸市東灘区，神戸市長田
区，神戸市須磨区，神戸市北区，神戸市中央

区，尼崎市，明石市，西宮市，芦屋市，伊丹
市，宝塚市，高砂市，川西市，津名町，北淡
町，東浦町，三原町

・大阪府：豊中市，箕面市
ここで神戸市は政令指定都市であり，都市規模

の面からその他の市町と同列に扱うには大きすぎ
ると思われること，避難所等の開設期間や給水期
間等は区によって実施時期が異なることなどか
ら，区を単位として扱うこととした。ただし，区
の権限は限定的であることから，区における対応
実施状況は区役所が独自に決定，実施した項目を
指すのではなく，市役所の主導で実施されたもの
も含めて区内で実施された項目を指す。これ以
降，区を含めた市区町についても便宜上市町とし
て表記する。
兵庫県南部地震においては現在のように震度計

による計測震度情報がないため，各市町の震度は
当時種々実施された調査による震度を用いること
とした。これらの震度は被害調査やアンケート調
査によって得られたものであり，その値はある程
度の面積を代表する震度である。市町内の震度が
一様でない場合，市町の対応の実施如何について
は最も震度の大きい地域に左右されると考えられ
ることから，同一市町内に複数の震度が示されて
いる場合はその最大のものを該当市町の震度とす
ることとした。具体的には，まず気象庁発表の震
度７の領域を含む市町の震度を７とした。次に藤
本・翠川（１９９９）の調査による震度分布において
震度６強および６弱の地域を含む市町をそれぞれ
震度６強，６弱とした。さらに，５強以下の地域に
ついては当時種々実施されていたアンケート震度
調査における市町あるいは町目別の結果（高田・
他（１９９６），大阪府（１９９７），中川・他（１９９７），太
田・他（１９９８））を用いた。なお，アンケートによ
る震度調査によって得られた震度は高震度領域で
低く見積もられるという問題があったため，高震
度領域の補正がなされていないデータ（大阪府箕
面市，兵庫県三原町）については筆者らによる略
算式（小山・太田（１９９８））によって高震度領域の
補正を行った。
このように決定された震度は次のようになる。
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・震度７（９市区町）：兵庫県西宮市，兵庫県宝
塚市，神戸市須磨区，神戸市東灘区，神戸市
中央区，神戸市長田区，兵庫県芦屋市，兵庫
県津名町，兵庫県北淡町

・震度６強（４市町）：兵庫県尼崎市，兵庫県明
石市，兵庫県伊丹市，兵庫県東浦町

・震度６弱（３市区）：大阪府豊中市，神戸市北
区，兵庫県川西市

・震度５強（３市町）：大阪府箕面市，兵庫県高
砂市，兵庫県三原町

２つの地震における主要被害状況および収集資
料の一覧を震度別にまとめたものを表３に示す。
このように収集された資料から対応実施状況の抽
出を行った。抽出・整理は基本的に小山（２００３）
に従い，収集した資料中に表１で示された対応項
目の実施の記載があるかどうかを調べるという手

５７

表３ 人口と主要被害（鳥取県西部地震・兵庫県南部地震）



小山・翠川：市町村における地震時の意思決定支援に向けた災害応急対応モデル化の試み

順で行った（注：項目の再整理を行ったため一部
項目分類が小山（２００３）と異なるものがある）。た
だし，明確に実施あるいは非実施の記載がない場
合でも，災害救助法が適用された場合で助成基準
（半壊以上）の被害が発生しているような場合は実
施と判断した。

３．２ ２地震によるデータの融合
鳥取県西部地震および兵庫県南部地震の特徴お

よび得られたデータの特徴について簡単にまとめ
ると以下のようになる。
・鳥取県西部地震：山間部を主な被災地域とす

る地震であり，被災地域は人口の少ない町村
が中心である。最大震度は６強であるが，震
度５強以上を記録した市町村は少ない。

・兵庫県南部地震：都市域を主な被災地域とす
る地震であり，被災地域は人口の多い市区が
中心である。最大震度は７であり，高震度を
記録した市町では激甚な被害が発生してい
る。

一般に，同じ震度であれば都市規模の大きい市
区の方が小さい町村に比べて被害の規模が大きく
なることが知られている（例えば，太田（１９９９））。
被害規模が変わればそれに応じて対応の程度も変
化することが想定されるため，鳥取県西部地震と
兵庫県南部地震の応急対応データを震度階級別に
そのまま融合することは適切でないように思われ
る。そこで，両地震のデータを都市規模に着目し
て見ていくこととする。都市規模は市区と町村の
２段階に分けて整理した。
表３において同一震度における被害発生状況，

特に人的被害に着目すると，市区の被害の方が町
村の被害よりも大きくなっており，震度が大きく
なるにつれてこの傾向が顕著になっていることが
わかる。震度６弱の町村における重傷者は一桁の
オーダーであるが，市区ではほぼ二桁のオーダー
である。震度６強の町村における重傷者は二桁の
オーダーであるが，市区ではほぼ三桁のオーダー
である。直接比較できるデータが少ないものの２
地震ともおおむね同様の傾向を示しており，市区
と町村を分けて扱うことで山間部中心の鳥取県西

部地震のデータと都市域中心の兵庫県南部地震の
データの融合が可能になると考えられる。
次に同一震度階級における市区と町村の対応実

施程度の違いについて検討するため，市区と町村
それぞれについて震度階級別の対応実施率を算出
した。ここでいう対応実施率とは市区と町村それ
ぞれについて震度階級別に“市区（町村）の実施
した項目数の和”/“項目総数×該当市区（町村）
数”を表しており，対応実施率＝１とは該当する
震度においてすべての市区（町村）がすべての対
応項目を実施したということを意味している。こ
れを市と町村で比較したものが図２である。傾向
を見やすくするために震度の前後１段階と当該震
度の加重平均（当該震度のウェイトを２倍とした）
をとっている。この図から，ある震度階級におけ
る市区の対応実施率は，その震度階級より１段階
上の震度階級における町村の対応実施率とおおむ
ね同等であることがわかる。よって，ここでは町
村の震度階級を基準とし，市区については町村の
一段階上の震度階級に相当すると見なす。つま
り，市区の震度６弱＝町村の震度６強のように扱
うことで２つの地震のデータの融合を行うことと
する。
市区と町村の対応実施率を考慮したデータの統

合により，以降特に断りのない場合，震度とは町
村の震度階級に相当する震度の事を指すものとす
る。ただし市区の震度７については相当する町村
の震度階級が存在しないことから“市区震度７”
と表現することとする。

５８

図２ 市区と町村の震度別対応実施率比較．
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３．３ 震度階級別対応実施状況
都市規模を考慮して震度階級別に対策実施市町

村数を記したものが表４である。表中の数字は“実
施市町村数”/“資料入手市町村数”を表しており，
網掛けは対応項目別実施率を［０，０-０．２５，０．２５-
０．５，０．５-０．７５，０．７５-１］の５段階で示したもので
ある。また，災害救助法の適用の可否は応急対応
に大きな影響を与えることから災害救助法の適用
状況についても表中に示しておく。なお，震度と
対応項目別実施率との関係は，一般的に震度が大
きくなるにつれて実施率も高くなるが，表中に一
部逆転しているものがある。これは実際に実施率
が減少した訳ではなく，データ数が少ないために
高震度領域における分解能が低くなっていること
が原因である。このような矛盾を解消するため，

ここでは低い方の震度における実施率が高い方の
震度においても継続するものとして扱う。この表
を見ると震度が高くなるにつれて，初動立ち上げ
に関わる対策（被害調査・体制の確立），物的被害
に関わる対策（公共復旧，避難所，住家対応，生
活再建支援），人的被害に関わる対策（人命・健康）
の順に実施されていくという傾向が見て取れる。
また，震度６弱から半数以上の市町村が災害救助
法の適用を受けていることが分かる。

３．４ 対応の開始時期と継続期間
次に，各対応項目の実施時期に関する情報の抽

出を試みる。対応の実施期間を見る場合，作業量
や必要人員が最も多くなる時期（ピーク）は人員
の配置や応援要請等を検討する際に有用な情報で

５９

表４ 震度階級別対策実施市町村数
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あるため，開始時期と継続期間（もしくは終了時
期）に加えて対応ピーク時期についても抽出を試
みた。
収集した防災対応資料は対応項目の開始時期か

ら終了時期まで明確に記載されているものもあれ
ば開始時期のみ，あるいは断片的な記載のみの場
合もあり，記載情報の質はまちまちであった。入
手資料別に見ると，補足調査による資料は開始・
終了・ピーク時期がいずれも明示されている。対
応記録誌は各対応項目別に章立てで実施状況の記
載があることが多く，現地調査および物資配給以
外は開始時期および継続期間（終了時期）が明示
されている事が多い。避難所開設，医療救護活
動，SAR（SearchandRescue），遺体対策のピー
ク時期については半数以上で明示されているが，
それ以外の対応項目ではあまり明示されていな
い。対応記録リストは開始時期および終了時期が
明示されていないことも多く，特にピーク時期の
明示はあまりない。
以上の資料による抽出手順を簡単に説明する。

まず補足調査資料あるいは対応記録誌から時期が
明示されているものについて抽出し，現地調査お
よび物資配給については対応リスト（対応記録誌
にも含まれる）における被害調査あるいは被害報
告の記述，毛布の配給等の記述から推定した。ま
た，補足調査資料で未記入であった場合や対応記
録誌の各項目の章で時期が明示されていない場合
は対応リストから抽出した。対応リストにも時期
が明示されていない場合は最初に記載された日時
を開始時期，最後に記載された日時を終了時期と
して継続期間を算出した。ここで，り災証明（申
込，調査，発行など），災害廃棄物（撤去，収集，
仮置き場設置など），ブルーシート（配布，展張），
応急危険度判定（申込，調査），住家応急修理（申
込，実施），解体撤去（申込，実施），応急仮設住
宅（申込，設置，抽選，入居，退去など）といっ
た複数のフェーズがある対応項目については，各
市町村で記載されるフェーズが統一されておら
ず，例えば応急仮設住宅の場合，ある市町村では
入居説明会のみについて記載されており，ある市
町村では県への要請と入居開始について記載され

ており，またある市町村では災害対策本部の議題
として「応急仮設住宅について」とのみ記載され
ているという事が生じている。故に，厳密に
フェーズを統一して開始時期および継続期間等を
抽出することは不可能であったため，いずれかの
フェーズについて最初に記載された日時を開始時
期，最後に記載された日時を終了時期として継続
期間を算出した［例：仮設住宅の申込開始，仮設
住宅の第○次入居など］。対応リスト中にも時期
がわかるような記載がなかった場合は不明とした
［例：仮設住宅について検討など］。

以上の手順による抽出状況を表５に示す。表中
の数字は“抽出された市町村数”/“該当市町村数
（資料が収集され，なおかつ当該対応が実施され
た市町村数）”を示しており，網掛けのセルは５０％
以上の市町村から時間データの抽出ができたこと
を表している。なお，公共施設，農林水産施設，
道路の復旧は実施時期がほとんど読み取れなかっ
たため除外した。情報収集，動員はその他の複数
の対応項目の中に含まれていて単独に整理する事
が困難であったため除外した。生活再建支援全般
の項目は，助成や融資等の内容が各々１種類では
なく，各個別項目内に多くの制度が含まれてお
り，時期の抽出が困難であったため除外した。
表中の兵庫県南部地震における本部設置の終了

時期の抽出率が低くなっているが，これは対応記
録誌発行時点ではまだ災害対策本部が継続中だっ
たためである。また，開始時期，終了時期に比べ
てピーク時期の抽出率が低くなっており，特に住
家対応のピーク時期の抽出率が低くなっている。
このように抽出された日時は，資料中に最初に

現れた日を採用した場合や対応フェーズの混在な
ど曖昧な情報も含んでいるため，あまり詳細な日
時の比較には適さない。地震後の対応は即時対応
期，緊急対応期，復旧・復興期等いくつかの段階
に分けられる。この段階の区切り方は自治体に
よって必ずしも統一されたものではないが，地震
直後の段階は数時間～数日，次が数日～１週間，
１週間～１ヶ月，１ヶ月～数ヶ月というように後
になるほど期間が長くなり，対応内容も生命・安
全の確保～復旧・復興へと移り変わっていくこと
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が知られている。これを踏まえ，ここでは時間の
単位を“１日”，“～３日”，“～１週間”，“～１ヶ
月”，“～３ヶ月”，“～６ヶ月”，“～１年”，“１年
以上”の８段階として扱うこととした。抽出され
たデータを震度別，時間段階別に整理したものを
表６に示す。表中の数字が抽出された市町村数で
ある。このように抽出された各市町村のデータか
ら，以下の手順に従って個別項目・震度階級別に
それぞれ１つの開始時期，継続期間およびピーク
時期を決定した。
①り災証明をはじめとした住家対応等は，震度
によらず年度内あるいは数年の単位で受け付
けられている。このように実施時期が震度に
よって左右されないものはすべての震度階級
におけるデータの中央値をとる。

②現地調査，本部設置および給水等では震度が
大きくなると実施期間が長くなる。このよう
に実施時期が震度によって変化するものは震

度階級別に中央値をとる。
③表６中の上水道復旧の震度７のように抽出
データが１件しかない場合などで，決定した
時期が前後の震度で矛盾する場合（全体とし
ては震度が大きくなるほどピーク時期が遅く
なるにも係わらず，ある震度で短くなってい
るような場合など）は前後の震度のデータお
よび関連する対応項目（この場合は給水）の
データによって補正する。

以上のように抽出した結果をまとめたものが表
７である。この表を見ると，全体的に震度が大き
くなるほど対応が長期化し，ピーク時期も遅く
なっていく傾向が見てとれる。また，項目間の関
係を見てみると，状況把握のための調査やSAR
のように最も緊急度の高い対応は最大震度（市区
震度７）においても地震当日に開始され，継続期
間は１ヶ月程度であるが，住家対応のような比較
的持ち時間の長い対応は開始時期も地震後数日～

６１

表５ 時間情報が読み取れた市町村数
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１ヶ月程度，継続期間は１年以上と緊急度に応じ
て実施すべき対応が移り変わっていく様子が示さ
れている。

４．モデル化の試み
４．１ 震度－対応項目モデル
これは３軸の関係のうち“震度－対応項目”の

断面を表現するモデルである。このモデルは震度
が得られた際にどのような対応が求められるかを
示すものであり，これが一見して判断できる形で
あることが望ましい。よって，本モデルは震度階
級別の対応の流れ図という形で表現することとし
た。これは小山（２００３）における整理とおおむね
同じ手法であり，具体的には表４で示した対応実
施状況について震度階級別に抽出し，表７のよう
に抽出した開始時期に基づいて大まかな流れを示
すものである。
図３にこのようにして整理されたモデルを示

す。この図では，まず被害調査を実施し，それを
受けて復旧，住家対応，避難所，人命・健康に関
わる対応が実施され，住家対応および人命・健康

に関わる対応を受けて生活再建支援が実施される
という大項目レベルの流れが示されており（体制
の確立は全体を通じたものであるため独立して記
載），各大項目のボックス内に個別項目の実施状
況が示されている。また，災害救助法の適用状況
が各図の右上部に示されている。この図から，震
度が大きくなるほど実施される対応項目が増加
し，その実施率も高くなることがわかる。なお，
個別項目間に矢印のないものは独立して行われて
いるもの，もしくは項目間の関係を明確に示せな
いものを表している。例えば住家対応において，
応急危険度判定実施からり災証明の発行，住家応
急修理および解体撤去に至る流れは比較的明確で
あるが，ブルーシートは天候に左右されること，
災害廃棄物処理は解体ゴミ以外のがれき等も含む
ために項目間の関係を示しにくいこと，応急仮設
住宅は情報収集を受けた時点で発注されるなど，
やはり項目間の関係を示しにくいことから矢印の
ない独立した項目として示されている。
このモデルによって震度が得られた時点でどの

ような対応をなす必要があるのか，その実施確率

６３

表７ 震度階級別対応の時間的推移
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はどの程度か，またその流れはどのようになるの
かが一目で把握できるようになり，防災に不慣れ
な職員であっても比較的容易に対応の立ち上げ，
準備の判断が可能となるような情報を提供できる
ようになる。ただし，震度７および市区震度７に

おいては，共にすべての個別対応項目の実施率が
１００％となっており両者の違いを表現できていな
い。これらについては後述の実施期間－対応程度
モデルにおいて検討することとする。

６４

図３ 震度－対応項目モデル．
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４．２ 震度－実施期間モデル
次に３軸の関係のうち“震度－実施期間”の断

面を表現するモデルの構築を試みる。収集した資
料によると，鳥取県西部地震および兵庫県南部地
震の応急対応はすべての対応項目について適切な
時期に実施された訳ではなく，住民からの苦情・
要請等ニーズが明らかとなってから実施された場
合のように実施の遅れも含んでいる。故に，ここ
で作成するモデルは適切な対応時期を示すための
出発点となるモデルとして，「少なくともこれより
遅くならないように」という開始限界時間として
位置づけられる。
モデルの作成に用いたデータは表７のように決

定された震度階級別応急対応の開始時期・継続時
間・ピーク時期である。震度－実施期間モデルは
これらの情報が一目で判断でき，対応項目の優先
度の判断や，ピーク時期の把握による人的資源配
置の判断および段取りの検討等に活用できること
が望まれるため，ここでは各対応項目における震
度階級別実施期間を線表として表現することとし
た。作成したモデルを図４に示す。この図は横軸
が時間，縦軸が対応項目を示しており，震度が大
きくなるに従って実施期間が長くなっている様子
がよく示されている。また，対応項目に着目する
と，被害調査，復旧，避難所，人命・健康に関す
る対応がまず実施され，その後住家対応に移って
いる様子が分かる。
なお，建物に関する対応は，対象建物の数が少

なくとも相応の受付期間や実施期間が必要になる
ため，震度とは関係なくほぼ一律である。このよ
うな場合，期間は同一でも対象建物数によって仕
事量は変化する。震度－実施期間モデルではこの
違いを表現することができないため，これについ
ても実施期間－対応程度モデルにおいて検討する
こととする。

４．３ 実施期間－対応程度モデル
震度－対応項目モデルでは，実施率が同じ震度

７および市区震度７の違いを表現することができ
なかった。また，震度－実施期間モデルでは，
ピークの時期はわかるものの，その程度を表現す

ることはできなかった。例を挙げると，避難者が
１人であっても１，０００人であっても同じ「実施」と
して表現されるため，実際には大きく異なるはず
の対応の程度が表現できない。り災証明は税の減
免や助成をはじめとする多様な事柄に利用される
ため，被害量にかかわらず長期間実施されるが，
この場合でも被害量に応じた発行数（対応の程度）
の変化を表現することができないなどである。こ
のような対応の程度に関わる情報は，優先度や人
的資源/物的資源の配分を考える際には重要な情
報である。これを表現するために，ここでは応急
対応の３軸の関係のうち“実施期間－対応程度”
の断面を表現するモデルの構築を試みる。
対応の程度を表す情報はこれまで収集してきた

資料中にはほとんど明示されていない。鳥取県西
部地震においては対応の程度を間接的に示すデー
タである従事者数の調査を試みたが，市町村の防
災担当者によると実際の対応時にはそこまで把握
するだけの余裕がなかったとのことで，残念なが
らデータを得ることはできなかった。人的・物的
資源の配分等を考慮すれば，対応の程度は物理量
によって示されることが望ましいことは明らかで
あるが，以上の理由から現状では対応の程度を具
体的な物理量（絶対値）によって表現することは
できない。故に，ここでは相対値として表現する
ことを検討した。
一般的に応急対応は被害発生状況に応じて実施

されるため，被害量と関連する対応のニーズの程
度には強い相関がある。被害棟数が増えれば応急
危険度判定を実施する件数も増加し，避難所の対
応も増加すること（被害棟数が多いほど避難者も
多くなる）などの事例を見れば明らかである。そ
こで，被害量を対応の程度と読み替えることで対
応量の相対的な表現を試みる。そのための大まか
な手順は次のようになる。まず，各対応項目を引
き起こす被害（水道被害，建物全壊など）を抽出
する。次に，抽出された被害について，被害関数
から震度別の被害率を算出する。そして，図４に
示された震度－実施期間モデルを震度別から対応
項目別に再整理する。最後に，作成された項目別
の線表において，対応ピーク時期の対応の程度を
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図４ 震度－実施期間モデル．
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算出された被害率とする。この被害率は，例えば
震度６強において全壊の建物はどの程度存在する
かという事を表しており，この被害率を該当する
対応の程度と見なすことで，擬似的に必要な対応
量を表現するものである。
各対応項目と被害は次のように決定した。被害

調査は目視による住家被害程度の確認が主体であ
るため，目視で確認できる程度の住家被害程度，
すなわち半壊以上とした。安否確認は人的被害の
発生のおそれがある場合に実施され，人的被害の
発生状況は半壊以上の建物被害の発生状況とほぼ
同様の傾向を示すことから（小山，２００２），半壊以
上とした。上水道と給水については共に水道被害
に従うとした。避難所については住家に住めない
か，そのおそれがある場合に実施されるため，住
家の半壊以上の被害が発生した場合に実施される
と考えた。避難所に関係する物資配給，食糧配
給，入浴支援も同様とした。り災証明については
一部破損から発行され，ブルーシートも瓦がずれ
るなど一部破損が発生したら実施される対応であ
ることから，これらについては一部破損以上とし
た。その他の住家対応については，実施基準が半
壊以上であるため（災害廃棄物は解体撤去に応じ
て実施状況が大きく変化する。そして解体撤去の
基準は半壊以上である），これに従った。保健活
動および医療救護活動については，避難所におけ
る巡回を想定し，避難所と同様住家の半壊以上と
した。SARと遺体対策は共に主として建物の倒壊
によって実施されるが，住家倒壊の被害関数が不
明であるため，ここでは全壊を充てることとし
た。
震度と被害との関係については，岡田・鏡味

（１９９１）によって提案された震度による被害関数を
用いることとした。被害関数は次の式で表される。

Vr（I）＝１/（√２π―・σ）・∫I

０exp［－（I’－I０）２/（２σ２）］・dI’

これは被害対象群の耐震性が平均的な強さ（I０）
の周りに正規分布しているという仮定の下に示さ
れたものである。ここで，Vr（I）は震度Iの時の
被害率を表し，σは標準偏差を表す。この式によ
る被害率は０から１の間で基準化された値であ

り，この値を対応の程度と見なす。震度４＝４．０，
震度５弱＝４．７５，震度５強＝５．２５，震度６弱＝
５．７５，震度６強＝６．２５とし，震度７および市区震
度７については便宜上，震度７＝６．７５，市区震度
７＝７．２５とした。
図４から作成された項目別の線表のピーク時の

対応の程度を上の式で求められた値とし，開始時
と終了時の対応量を０とすることで，ごく簡単で
はあるが各対応項目について，震度別に必要とさ
れる対応量の時間推移を模式的に表現するモデル
（図５）を作成することが出来た。現時点で示され
た対応の程度はあくまでも相対評価のための尺度
であるが，このように図示することで，必要とさ
れる対応量は震度の違いによってどの程度変わる
のか，また時間的にどのような推移をたどるのか
といったことが対応項目別に直感的に分かる形に
なっており，対応の優先度や資源配分の意思決定
を支援する情報になり得ると考えられる。

５．まとめと今後の課題
本研究では鳥取県西部地震および兵庫県南部地

震を対象とした対応事例調査・文献調査を実施し，
実際に被災した市町村の対応事例に基づいて，応
急対応の全体像のモデル化を試みた。応急対応の
全体像は震度（被害程度），実施対応項目，時間の
３軸でとらえ“震度－対応項目”，“震度－実施期
間”および“実施期間－対応項目”のようにそれ
ぞれ２つの軸による二次元のモデルとして整理
し，市町村における応急対応を表現する３つのモ
デルを試作した。ただし，これは２つの地震の事
例のみから導かれたものであるため，一般的な応
急対応モデルとして完成されたものではなく，今
後，補足・修正されるべき出発点となるモデルで
ある。各断面のモデルにおける位置づけは次のよ
うになる。
・震度－対応項目モデル：対応事例によると，
必要な対応は遅れがあったとしても住民の要
請等によって最終的には実施されており，「該
当する震度で必要な対応」と位置づけた。

・震度－実施期間モデル：対応項目の時間的な
実施状況については，上記の通り，実施の遅
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図５ 実施期間－対応程度モデル．
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れも含んでいるため，「少なくともこれ以上遅
くならないようにする」という開始時間の目
安（限界値の提示）と位置づけた。

・実施期間－対応程度モデル：対応程度を示す
物理的なデータが得られなかったため，被害
率を対応の程度と見なした相対値で表現し
た。単独では対応程度を具体的に判断できな
いものの，実際の対応時の状況に応じて，今
後さらに対応量が増加するのか収束に向かう
のかを見当づけることができ，ある程度具体
的な意味を持つ情報となる。

市町村における応急対応の場面において，これ
までは防災担当職員の防災知識，経験が必ずしも
十分でないことから，応急対応における意思決定
に混乱が生じるという問題が発生していたが，本
研究によって示されたモデルを参考にすることに
より，地震直後に震度情報が得られた時点で防災
に不慣れな職員であっても当該震度（被害程度）
に応じた応急対応の実施状況とその流れが予測で
きるようになり，迅速な初動立ち上げと人員配置
問題，対応の優先度決定や将来予測等に有用な情
報の提供に結びつくものと期待される。具体的な
活用イメージとしては，例えば本研究のモデルを
意思決定支援のエンジンとした支援システムなど
があるだろう。このような支援システムの基本機
能としては以下のようなものが考えられる。
・入力情報として震度が与えられると該当する
震度における「震度－対応項目モデル」が表
示され，どのような対応が想定されるかを把
握できる。

・当該時間における「震度－実施期間モデル」
「実施期間－対応程度モデル」によって各対応
の進行状況が時間経過に従って把握できる。

・実際の対応状況によって必要ない対応の削除
およびピーク時間の変更等モデルの修正が可
能である。

・モデルで示された各項目に関連する地域防災
計画の内容を表示できる（本文・資料編）。

また，以上の機能に加え，気象警報等を入力す
ることで急傾斜地や津波危険地域や関連する対応
等を表示できるようにするなど地震以外の条件の

適用や，個別の対応を担当する職員に必要な情報
（例えば避難所の開設における具体的な手順や物
資の調達・保管・仕分け等のノウハウなど），各項
目における対応部署および資料編に掲載されてい
るような必要書類の表示などを含めることができ
れば，全体的な方針レベルの意思決定に加え，担
当レベルの意思決定にも寄与する，より実践的な
ものになるだろう。今後は以上のようなシステム
の実現に向けた研究も進めて行きたいと考えてい
る。
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